
【職業実践専門課程認定後の公表様式】

昼夜

年

有

資格・検定名
種
別

受験者数 合格者数

日本ﾌｧｯｼｮﾝ教育振興協会主催
ﾊﾟﾀｰﾝﾒｰｷﾝｸﾞ技術検定2級 ③ 0 0

日本ﾌｧｯｼｮﾝ教育振興協会主催
ﾊﾟﾀｰﾝﾒｰｷﾝｸﾞ技術検定3級 ③ 0 0

日本ﾌｧｯｼｮﾝ教育振興協会主催
ﾌｧｯｼｮﾝﾋﾞｼﾞﾈｽ能力検定2級 ③ 0 0

人
日本ﾌｧｯｼｮﾝ教育振興協会主催

ﾌｧｯｼｮﾝﾋﾞｼﾞﾈｽ能力検定3級 ③ 1 1

人
日本ﾌｧｯｼｮﾝ教育振興協会主催

ﾌｧｯｼｮﾝ色彩能力検定2級 ③ 0 0

日本ﾌｧｯｼｮﾝ教育振興協会主催
ﾌｧｯｼｮﾝ色彩能力検定3級 ③ 0 0

日本ﾌｧｯｼｮﾝ教育振興協会主催
ﾌｧｯｼｮﾝ販売能力検定2級 ③ 0 0

％
日本ﾌｧｯｼｮﾝ教育振興協会主催

ﾌｧｯｼｮﾝ販売能力検定3級 ③ 0 0

■卒業者に占める就職者の割合
日本フォーマル協会主催

ﾌｫｰﾏﾙｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ検定準2級 ③ 0 0

％

（平成 29

3 名 6 ％

文化服装学院 昭和51年6月1日 学院長　相原　幸子
〒151-8522
東京都渋谷区代々木3-22-1

（電話） 03-3299-2211

（別紙様式４）

平成30年10月10日※１
（前回公表年月日：平成29年11月1日）

職業実践専門課程の基本情報について

学校名 設置認可年月日 校長名 所在地

設置者名 設立認可年月日 代表者名 所在地

学校法人文化学園 昭和26年3月5日 理事長　大沼　淳
〒151-8522
東京都渋谷区代々木3-22-1

（電話）

服飾・家政 ファッション工科専門課程 インダストリアルマーチャンダイジング科
平成26年文部科学省

告示第6号
‐

学科の目的 本学科は、各授業を関連付けながら、ブランド企画の演習や研修、特別講義等を通じて、総合的なプロデュース力を身に付けることを目的とする。

03-3299-2211
分野 認定課程名 認定学科名 専門士 高度専門士

認定年月日 平成27年2月17日

修業年限
全課程の修了に必要な総授

業時数又は総単位数 講義 演習 実習 実験 実技

0 360
単位時間

生徒総定員 生徒実員 留学生数（生徒実員の内 専任教員数 兼任教員数 総教員数

3 昼間
3390 1230 510 1290

学期制度 成績評価

■成績表：
■成績評価の基準・方法
試験・平常成績・課題評価・授業姿勢などを基に総合評価する。

180人（共通1年次を含む） 47人 7人 2人 2人 4人

■前期：4月1日～9月20日
■後期：9月21日～3月31日

※別途、ファッション工科基礎科（4科共通1年次）における生徒実員326人、留学生112人、専任教員16人、兼任教員8人、総教員数24人

長期休み
卒業・進級

条件

履修規定単位取得の充足、必須科目の履修認定、学年修了の必
須単位数の取得

学修支援等

■クラス担任制： 有

課外活動

■課外活動の種類

■個別相談・指導等の対応 ・学友会専門委員会（学生自治組織）
・文化祭実行委員会
・国内外のコンテスト　等

・長期欠席者への連絡・相談・指導対応等クラス担任が行う。
・カウンセリング室常設（指導員が対応）。

■サークル活動： 有

■夏　 季：7月16日～9月5日
■冬　 季：12月16日～1月9日
■春　 季：3月15日～4月5日

（平成29年度卒業者に関する平成30年5月1日時点の情報）

： 75

■その他

・進学者数　０人

年度卒業者に関する

■就職者数　　　　　　　　： 15 人

キャリア開発授業、就職特別講義、
就労体験授業（企業研修）、就労体験型インターンシップ
全体就職ガイダンス
個別指導（就職相談・書類添削・面接練習）

※種別の欄には、各資格・検定について、以下の①～③のいずれかに該当するか
記載する。
①国家資格・検定のうち、修了と同時に取得可能なもの
②国家資格・検定のうち、修了と同時に受験資格を取得するもの

③その他（民間検定等）

■自由記述欄
（例）認定学科の学生・卒業生のコンテスト入賞状況等

平成29年4月1日時点において、在学者49名（平成29年4月1日入学者を含む）
平成30年3月31日時点において、在学者46名（平成30年3月31日卒業者を含む）

■中途退学の主な理由

進路変更、学業不振

就職等の
状況※２

当該学科の
ホームページ

ＵＲＬ

http://www.bunka-fc.ac.jp/course/kouka04.html

■就職率　　　　　　　　　： 88.2

平成30年5月1日 時点の情報）

中途退学
の現状

■中途退学者 ■中退率

■就職指導内容

■卒業者数　　　　　　　　： 20

■就職希望者数　　　　　： 17

■主な就職先、業界等（平成２９年度卒業生）

主な学修成果
（資格・検定等）

※３

■国家資格・検定/その他・民間検定等

アニエスベージャパン㈱、㈱アバハウスインターナショナル、
KEIZAN㈱、㈱豊田貿易、㈱ベネリック、マガシーク㈱、メソニッ
クデザインオフィス㈱、㈱リステア　など

（留意事項）
１．公表年月日（※１）
最新の公表年月日です。なお、認定課程においては、認定後１か月以内に本様式を公表するとともに、認定の翌年度以降、毎年度７月末を基準日として最新の情報を反映した内容を
公表することが求められています。初回認定の場合は、認定を受けた告示日以降の日付を記入し、前回公表年月日は空欄としてください

■中退防止・中退者支援のための取組

再入学・転科の実施

経済的支援
制度

■学校独自の奨学金・授業料等減免制度：　　　　　有
※有の場合、制度内容を記入
新入生奨学金（減免）、特別優秀者のための奨学金（減免）、専攻科進学者のための奨学金（減免）、文化服装学院奨学金（貸与）

■専門実践教育訓練給付：　　　　　非給付対象
※給付対象の場合、前年度の給付実績者数について任意記載

第三者による
学校評価

■民間の評価機関等から第三者評価：　　　　　無
※有の場合、例えば以下について任意記載

（評価団体、受審年月、評価結果又は評価結果を掲載したホームページＵＲＬ）



２．就職等の状況（※２）
 「就職率」及び「卒業者に占める就職者の割合」については、「文部科学省における専修学校卒業者の「就職率」の取扱いについて（通知）（２５文科生第５９６号）」に留意し、それぞ
れ、「大学・短期大学・高等専門学校及び専修学校卒業予定者の就職（内定）状況調査」又は「学校基本調査」における定義に従います。
（１）「大学・短期大学・高等専門学校及び専修学校卒業予定者の就職（内定）状況調査」における「就職率」の定義について
①「就職率」については、就職希望者に占める就職者の割合をいい、調査時点における就職者数を就職希望者で除したものをいいます。
②「就職希望者」とは、卒業年度中に就職活動を行い、大学等卒業後速やかに就職することを希望する者をいい、卒業後の進路として「進学」「自営業」「家事手伝い」「留年」「資格取
得」などを希望する者は含みません。
③「就職者」とは、正規の職員（雇用契約期間が１年以上の非正規の職員として就職した者を含む）として最終的に就職した者（企業等から採用通知などが出された者）をいいます。
※「就職（内定）状況調査」における調査対象の抽出のための母集団となる学生等は、卒業年次に在籍している学生等とします。ただし、卒業の見込みのない者、休学中の者、留学
生、聴講生、科目等履修生、研究生及び夜間部、医学科、歯学科、獣医学科、大学院、専攻科、別科の学生は除きます。
（２）「学校基本調査」における「卒業者に占める就職者の割合」の定義について
①「卒業者に占める就職者の割合」とは、全卒業者数のうち就職者総数の占める割合をいいます。
②「就職」とは給料、賃金、報酬その他経常的な収入を得る仕事に就くことをいいます。自家・自営業に就いた者は含めるが、家事手伝い、臨時的な仕事に就いた者は就職者とはしま
せん（就職したが就職先が不明の者は就職者として扱う）。
（３）上記のほか、「就職者数（関連分野）」は、「学校基本調査」における「関連分野に就職した者」を記載します。また、「その他」の欄は、関連分野へのアルバイト者数や進学状況等
について記載します。

３．主な学修成果（※３）
認定課程において取得目標とする資格・検定等状況について記載するものです。①国家資格・検定のうち、修了と同時に取得可能なもの、②国家資格・検定のうち、修了と同時に受
験資格を取得するもの、③その他（民間検定等）の種別区分とともに、名称、受験者数及び合格者数を記載します。自由記述欄には、各認定学科における代表的な学修成果（例え
ば、認定学科の学生・卒業生のコンテスト入賞状況等）について記載します。



種別

①

③

③

③

③

③

③

③

③

③

③

③

③

百々 和宏

一般社団法人日本アパレル・ファッション産業
協会　人材育成委員
株式会社 ＴＳＩホールディングス 管理本部 経
営企画部長

平成29年4月1日～平成30年3
月31日（1年）
平成30年度も再任

伊藤 智之
株式会社オンワード樫山 生産本部生産技術
第二部 レディース技術四課 プロダクトチーフ

平成29年4月1日～平成30年3
月31日（1年）
平成30年度も再任

波多野 辰美
株式会社　コンプリシティオブクリエイション
取締役　連携企業講師

１．「専攻分野に関する企業、団体等（以下「企業等」という。）との連携体制を確保して、授業科目の開設その他の教育
課程の編成を行っていること。」関係

（１）教育課程の編成（授業科目の開設や授業内容・方法の改善・工夫等を含む。）における企業等との連携に関する基
本方針
　文化服装学院の教育理念に基づき、各科の目的に合わせてカリキュラム編成を実施し、企業との連携科目による職業
教育を行っている。連携科目については、アパレル産業界の状況や教育課程編成委員会での企業委員からの提言をふ
まえ設置している。
連携授業では、アパレル産業界の現場で行われている実際の仕事を反映した実習・演習を実施し、実践的な技術習得
をさせて成績評価を行っている。
連携企業の選定については、当学院の教育理念をご理解いただき、積極的に実践教育を行っていただける企業と連携
することを基本方針としている。

（２）教育課程編成委員会等の位置付け
※教育課程の編成に関する意思決定の過程を明記

文化服装学院は、学校運営に関する事項の最終議決機関であるグループ長会議の下部機関として委員会を設置してい
る。その委員会のひとつとして、教育課程編成委員会規程を平成25年4月1日より施行し、委員会を組織した。教育課程
のカリキュラムの編成、実施及び改善に関する事項について、関連分野の企業・団体等との連携・協働を高め、助言を
得るための機関として教育課程編成委員会を置いている。委員会は、各科のカリキュラムの編成、実施及び改善につい
て検証、助言を行うことになっている。
企業等の外部委員による意見を有効に活用するため、教職員委員は、学院長、グループ長、事務局長など幹部教職員
と、各課程から選出されている教職員で委員会を構成している。
教育課程編成委員会での意見、提言は内部の教育課程編成委員会において検討され、各科課程・科によるカリキュラ
ム策定に反映していくことになっている。

（３）教育課程編成委員会等の全委員の名簿
平成29年4月1日現在

◆企業等委員
名　前 所　　　属 任期

平成29年4月1日～平成30年3
月31日（1年）
平成30年度も再任

石津　塁 有限会社 石津事務所
平成29年4月1日～平成30年3
月31日（1年）
平成30年度も再任

山﨑 隆史
株式会社 アパレルテクニカルラボラトリー 代
表取締役

平成29年4月1日～平成30年3
月31日（1年）

山田 暁博 株式会社　メイネットワーク　Supervisor
平成29年4月1日～平成30年3
月31日（1年）
平成30年度も再任

岡崎 博之 丸安毛糸　株式会社　代表取締役社長
平成29年4月1日～平成30年3
月31日（1年）

車　純子 OFFICE KURUMA　代表
平成29年4月1日～平成30年3
月31日（1年）
平成30年度も再任

横山　裕
株式会社　桑山　商品開発部デザイン課 デ
ザイナー（前デザイン課課長）

平成29年4月1日～平成30年3
月31日（1年）
平成30年度も再任

南雲 詩乃 有限会社ウィーブトシ　ＣＡ４ＬＡデザイナー
平成29年4月1日～平成30年3
月31日（1年）
平成30年度も再任

椎﨑 幸子
株式会社ヤマニ　レディス事業部商品企画課
サブマネージャー

平成29年4月1日～平成30年3
月31日（1年）
平成30年度も再任

高木　修
大塚製靴　株式会社　総務部　人事総務課
課長

平成29年4月1日～平成30年3
月31日（1年）
平成30年度も再任

伊藤 まり
株式会社　アークスタジオ　スタイリスト部 副
部長　チーフスタイリスト

平成29年4月1日～平成30年3
月31日（1年）



③

③

③

③

◆教職員委員

渡辺 政江
株式会社　アイスモデルマネジメント　代表取
締役

平成29年4月1日～平成30年3
月31日（1年）
平成30年度も再任

滝沢 勝則
株式会社　三越伊勢丹ﾋｭｰﾏﾝ･ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ
取締役　人財ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部　事業部長

平成29年4月1日～平成30年3
月31日（1年）

松本 和子
株式会社　三越伊勢丹ﾋｭｰﾏﾝ･ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ
店舗運営事業部ｺｽﾒ事業ｸﾞﾙｰﾌﾟｸﾞﾙｰﾌﾟ長

平成29年4月1日～平成30年3
月31日（1年）

落合 健太 PLAY TODAY Inc.　代表取締役社長
平成29年4月1日～平成30年3
月31日（1年）
平成30年度も再任

 大沼　淳 　学院長
平成29年4月1日～平成30年3
月31日（1年）

相原 幸子 　副学院長
平成29年4月1日～平成30年3
月31日（1年）

 野中 慶子 　副学院長
平成29年4月1日～平成30年3
月31日（1年）

 辛島　敦子 　第１グループ長
平成29年4月1日～平成30年3
月31日（1年）

 西平 孝子 　第２グループ長
平成29年4月1日～平成30年3
月31日（1年）

 増田 大助 　第３グループ長
平成29年4月1日～平成30年3
月31日（1年）

 宮原　勝一 　第４グループ長
平成29年4月1日～平成30年3
月31日（1年）

 山田　とし子 　第５グループ長
平成29年4月1日～平成30年3
月31日（1年）

富樫　敬子 教務委員会委員長（第1グループ）
平成29年4月1日～平成30年3
月31日（1年）

川井 佐江子 教務委員会副委員長（第3グループ）
平成29年4月1日～平成30年3
月31日（1年）

吉村 とも子 教務委員会委員（第5グループ）
平成29年4月1日～平成30年3
月31日（1年）

竹内 宏明 教務委員会委員（第5グループ）
平成29年4月1日～平成30年3
月31日（1年）

 宮原 祐紀子 教務委員会委員（第１グループ）
平成29年4月1日～平成30年3
月31日（1年）

 吉田 真理子 教務委員会委員（第1グループ）
平成29年4月1日～平成30年3
月31日（1年）

 馬島 泰彦 教務委員会委員（第1グループ）
平成29年4月1日～平成30年3
月31日（1年）

 太田 るみ子 教務委員会委員（第2グループ）
平成29年4月1日～平成30年3
月31日（1年）

 菅井 正子 教務委員会委員（第2グループ）
平成29年4月1日～平成30年3
月31日（1年）

 松本 一代 教務委員会委員（第2グループ）
平成29年4月1日～平成30年3
月31日（1年）

 間島 咲恵 教務委員会委員（第2グループ）
平成29年4月1日～平成30年3
月31日（1年）

 宮澤 国博 教務委員会委員（第2グループ）
平成29年4月1日～平成30年3
月31日（1年）

 齋藤 房枝 教務委員会委員（第3グループ）
平成29年4月1日～平成30年3
月31日（1年）

 佐藤 麻衣 教務委員会委員（第3グループ）
平成29年4月1日～平成30年3
月31日（1年）

 杉山 美和 教務委員会委員（第4グループ）
平成29年4月1日～平成30年3
月31日（1年）

 田中 美登里 教務委員会委員（第4グループ）
平成29年4月1日～平成30年3
月31日（1年）

井守　あさみ 教務委員会委員（学生課長）
平成29年4月1日～平成30年3
月31日（1年）

浜田　法子 教務委員会委員（教務二課長）
平成29年4月1日～平成30年3
月31日（1年）

横倉　孝 事務局長・生涯学習部部長
平成29年4月1日～平成30年3
月31日（1年）

須藤　久栄 教務部長・教務一課長
平成29年4月1日～平成30年3
月31日（1年）



（年間の開催数及び開催時期）

（５）教育課程の編成への教育課程編成委員会等の意見の活用状況

　※委員の種別の欄には、委員の種別のうち以下の①～③のいずれに該当するか記載すること。
　　　①業界全体の動向や地域の産業振興に関する知見を有する業界団体、職能団体、
　　　　地方公共団体等の役職員（１企業や関係施設の役職員は該当しません。）
　　　②学会や学術機関等の有識者
　　　③実務に関する知識、技術、技能について知見を有する企業や関係施設の役職員

（４）教育課程編成委員会等の年間開催数及び開催時期

年2回　（6月、11月）

（開催日時（実績））

平成29年度　第1回　平成29年6月29日　17：00～19：00　・　第2回　平成29年11月29日　17：00～19：00

平成30年度　第1回　平成30年6月28日　17：00～19：00　・　第2回　平成30年11月29日　17：00～19：00(予定）

２．「企業等と連携して、実習、実技、実験又は演習（以下「実習・演習等」という。）の授業を行っていること。」関係
（１）実習・演習等における企業等との連携に関する基本方針

◎インターンシップの充実を図り、実学的な観点でマーチャンダイジング論のカリキュラムに展開して商品企画を学ぶ
授業の導入に ついて
（現状）
・ まさに今、１週間企業研修を追加する形でインターンシップに行っている学生がいる。自己開拓では、在籍20名中5名
企業研修に行くことができた。（内２名は同企業）ただし、カリキュラム導入時期と期間の条件では、受け入れ側にとっ
て厳しい状況と思われる。
・ 2月の企業研修の受け入れ先は在籍数の1.5倍～2倍あり、多くの企業からのアプローチを頂く中、参加学生が伸び
ない。
・ 企業側のインターン受け入れ数の増加。特に営業職。
（展望）
・企業からの持ち込みで学内インターンシップを急遽受講することとなった。とても充実した内容だった。今後継続して
いきたい。
・インターンシップは、学生にとって「現場」にふれる貴重な機会であるので、学校側の柔軟な対応（カリキュラム）が必
須である。
◎就職先の職種にあわせたカリキュラムの充実と「アパレル造形」に関して
（現状）
・ 近年学生の就職職種は総合職・営業・販売職での内定が多い。接客に対する授業と連動させてマーチャンダイジン
グ論の授業を展開している。
・ アパレル造形での個人作品の評価がＭＤという職種育成科として難しい。（デザイン？技術？）
（展望と人材育成スキーム構築）
・ ＩＭＤ科と一般的なビジネススクールの大きな違いは生産プロセスを知っているということ。（モノ軸）マーケティングを
踏まえて、「売れる」物作りの課題を通して企画力を養う。
・ マーチャンダイジング論とアパレル造形とを連動させた授業を2年生から取り入れていってよいのではないか。
・ ＭＤとは市場対応力が必須。評価は市場対応力と縫製（物作り力）を見るべき。
【来年度に向けての検討事項】
◎ファッションマーケティング論が専門関連科目になっている件
・ ＩＭＤ科として育成する人物像にあったカリキュラムの構成をしていく。
・ ＩＭＤ科発足当初の基本理念と現在がズレを感じる。担当教員も変わることがあるので学校として科の基本目標を提
示してもらいたい。

　企業等との連携による実習・演習は、基礎的なカリキュラムを修学した後が有効であるとの考えから、実施時期は2年
次以降とすることを基本としている。企業等の現場で実際に働いている方々より直接指導を受け、実習、演習を行う事に
より、実践的な知識・技術の習得を行う。同時に企業の現場でなければ得られない緊張感等から、実習内容以外の成果
を挙げることも期待している。
以上を前提として、実習には担任または担当教員が同行し、単なる授業の委託とならないよう配慮をしている。

（２）実習・演習等における企業等との連携内容
※授業内容や方法、実習・演習等の実施、及び生徒の学修成果の評価における連携内容を明記

インダストリアルマーチャンダイジング科においては、ブランドを総合的に統括できる人材を養成するという観点から、

石崎　克典 学務部長
平成29年4月1日～平成30年3
月31日（1年）

吉野　真文 キャリア支援室長
平成29年4月1日～平成30年3
月31日（1年）



、 統括 養 観 、
ファッションマーケティングⅠ・Ⅱやビジュアルマーチャンダイジングの授業を企業と連携し、市場動向を意識した服のデ
ザインから、ディスプレイ、販売に至る店舗運営までの総合的な実践を行っている。またアパレル造形において、布帛で
の作品制作以外にカット＆ソーの授業を組み込み、素材特性に応じた製造工程の違いについて学んでいる。



ファッション
マーケティングⅠ・Ⅱ

アパレル業界におけるマーケティング業務の実務につい
て講義と実習を行い、ファッションマーケティングの基礎知
識を習得する。

株式会社
コンプリシティオブクリエイション

科　目　名 科　目　概　要 連　携　企　業　等

アパレル造形演習
(ｶｯﾄ&ｿｰ）

丸編みカットソーの縫製の基礎的知識と応用、美しいシル
エットを作る立体パターンの理解と企業パターンの実践的
技術を修得する。

マレイ　有限会社

ビジュアルマーチャン
ダイジング

実践現場（ショーイングディスプレイ）で使用できる、ビジュ
アルマーチャンダイジングの基礎知識を学び、各ショーイ
ングテクニックを習得する。

株式会社オフィス・ヒラヤマ

「インダストリアルマーチャンダイジング科」はブランドの企画、アパレル商品の企画、製造、流通・販売の一連の工程の
基礎知識を修得させる学科となっている。その指導教員も概ねその三分野の教員が担当している。ブランドの企画や流
通・販売に関しては外部講師が担う部分が大きいが、アパレル商品の企画・製造においては専任教員が担当している。
外部講師は企業に属しており、日々実践的な業務を行う傍らで、後進の指導に尽力している。
学生にはアパレル商品の製造にあたっての基礎技術を丁寧に指導していくことが必要となり、担当教員は学生の習熟度
に対応した技術と、アパレル商品の専門知識が求められる。そのため、専門的な服飾技術の向上と「人間力」、「指導
力」の向上を目的とした研修を継続的に行う。
専門技術修得のための研修は、研究企画委員会が「研究企画委員会規程」に基づき、教員の知識や技術の向上と実務
能力の向上を目指して毎年度研修を企画し、企業等から講師を招いて実施している。この研修については学校が研修
費用を助成し実施するものと、個々のスキルに合わせ研修内容を教員個人が選定し実施するものがある。
指導力向上を目的とした研修は、一定の就業年数に達した教員に向け、学院事務局教務部が主催し、「教員研修規程」
及び「教員の海外研修及び国内研修に関する規程」に基づき、指導力の向上・役割認識・資質の向上を目的として実施
している。
また「文化学園職員研修規程」に基づき文化学園総務本部が研修を主催している。新入職員研修会では学園職員とし
ての基本的知識や学園の歴史と現状、就業規則及び諸規則の理解、社会人としてのマナー等の内容の研修を実施して
いる。

当該学科は服作りの基本技術を修得した後、自らのブランドを企画する力を養う学科である。デザイン性の高い服飾品
を具現化するために必要となる高度なパターンメーキング及びドレーピング技術と、企画立案のためのマーケティングリ
サーチ力の向上が求められる。
それらを修得するため、学生の就職先でもある企業から講師を招いたり、企業等が主催する研修会に参加をしている。

研修名：「研究企画委員会　研修会　家庭用品品質表示法」
（連携企業等：一般財団法人ニッセンケン品質評価センター　東京事業所　田村　亜由美　氏）
期間：平成29年9月5日（火）       対象：本学全専任教員
内容：繊維製品の表示規定　/　2017年4月一部改訂について

研修名：「毛皮素材加工セミナー」
（連携企業等：一般社団法人　日本毛皮協会　中村　友昭　氏）
期間：平成29年12月21日（木）           対象：インダストリアルマーチャンダイジング科専任教員　1名
内容：毛皮の知識の修得

３．「企業等と連携して、教員に対し、専攻分野における実務に関する研修を組織的に行っていること。」関係

（１）推薦学科の教員に対する研修・研究（以下「研修等」という。）の基本方針

（２）研修等の実績
①専攻分野における実務に関する研修等

（３）具体的な連携の例※科目数については代表的な５科目について記載。



当該学科は服作りの基本技術を修得した後、自らのブランドを企画する力を養う学科である。デザイン性の高い服飾品
を具現化するために必要となる高度なパターンメーキング及びドレーピング技術と、企画立案のためのマーケティングリ
サーチ力のい向上が求められる。
それらを修得するため、学生の就職先でもある企業から講師を招いたり、企業等が主催する研修会に参加をしていく。

研修名：「日本モデリスト協会主催　短期集中夏期セミナー」
（連携企業等：日本モデリスト協会　伊藤　智之　氏）
期間：平成30年8月25日（土）             対象：インダストリアルマーチャンダイジング科専任教員　１名
内容：ラグジュアリーには理由がある～レディスジャケットの毛芯仕立て～

研修名：「教職員全体研修会」
（連携企業等：株式会社ワールド）
期間：平成30年12月19日（水）            対象：本学全教職員
内容：実践力を高める人材教育について

②指導力の修得・向上のための研修等

②指導力の修得・向上のための研修等

研修名：「文化学園国際交流センター主催　『ファッションデザイナーのポートフォリオ』」
（連携企業等：中部ファッション専門学校非常勤講師　　山本　奈由子　氏）
期間：平成30年7月17日（火）               対象：インダストリアルマーチャンダイジング科専任教員　1名
内容：海外コンテスト、留学、就活に向けたポートフォリオ作り

研修名：「教職員研修　デザイン・ブランドの利用と保護」
（連携企業等：一般財団法人知的財産研究教育財団　知的財産教育協会　総務企画部長　金井　倫之　氏）
期間：平成30年7月18日（水）              対象：本学全教職員
内容：デザイン・ブランドの利用と保護に焦点を当てた知的財産研修

研修名：「研究企画委員会　研修会　アパレルの現状を知る」
（連携企業等：株式会社日経BP社　　杉原　淳一　氏　他）
期間：平成30年1月18日（木）            対象：本学全専任教員
内容：書籍「誰がアパレルを殺すのか」をもとに、これからのアパレルについて

研修名：「弥生会主催　４月度　例会」
（連携企業等：　弥生会　樋口　吉徳　氏）
期間：平成30年4月27日（金）             対象：インダストリアルマーチャンダイジング科専任教員　1名
内容：パターンメーキング基礎編

（３）研修等の計画
①専攻分野における実務に関する研修等

研修名：「文化服装学院主催　教員全体研修会」
（連携企業等：一般社団法人 ウィメンズ・エンパワメント・イン・ファッション　名誉会長　尾原　蓉子　氏）
期間：平成30年3月15日（木）             対象：本学全教職員
内容：「創造する未来」　文化服装学院１００周年に向けて取り組むべき教育・人材育成について

研修名：「ハラスメント防止研修」
（連携企業等：公益財団法人21世紀職業財団　講師）
期間：平成30年6月20日（水）           対象：本学全教職員
内容：キャンパスにおけるハラスメント防止のために



文化服装学院は、グループ長会議の下部機関として委員会を設置している。その委員会のひとつとして、学校関係者評
価委員会規程を平成25年4月1日より施行し、委員会を組織した。自己点検・評価の結果について客観性と透明性を高
めるとともに、学外の関係者から専門的な助言を得るため、外部評価を実施する機関と位置付けている。委員会は、本
学院が実施した自己点検・評価の結果について、検証・評価及び助言を行い、その結果を自己点検・評価規程に基づ
き、文化学園理事会の報告を経て、公表するものとしている。委員は、外部委員のみで構成され、本学院の教育理念・
目標について理解し、人材育成等に有識のある学外の関係者の中から学院長が選考し、委嘱している。

法令遵守の状況・ハラスメント対策、諸規程の制定、学則、細則、内
規等の整備、個人情報の保護

活動への支援状況、公開講座・教育訓練等

留学生の受け入れ状況、合作校・提携校の状況、外部団体・機関と
の連携

学生募集の状況、広報活動

財務状況

学校のカリキュラム編成、課程・教科のカリキュラム編成状況、授業
研究、インダストリアルマーチャンダイジング科のカリキュラム編成状
況、授業研究、学外授業、学校行事、課外活動、退学者への対策

教育・成績評価

キャリア支援、資格取得支援、学生相談体制、経済支援・健康管理

法人組織、事務職員の組織、教員の組織、意思決定機関、委員会組
織

教室・講義室・実習室・研究室・事務室の整備・使用状況、機材・備品
の管理状況、付属機関・施設

文化服装学院の教育理念、人材育成像

ガイドラインの評価項目 学校が設定する評価項目

（１）教育理念・目標

（２）学校運営

４．「学校教育法施行規則第１８９条において準用する同規則第６７条に定める評価を行い、その結果を公表しているこ
と。また、評価を行うに当たっては、当該専修学校の関係者として企業等の役員又は職員を参画させていること。」関係

（１）学校関係者評価の基本方針

（２）「専修学校における学校評価ガイドライン」の項目との対応

（６）教育環境

（７）学生の受入れ募集

（８）財務

（３）教育活動

（４）学修成果

（５）学生支援

※（１０）及び（１１）については任意記載。

（９）法令等の遵守

（１０）社会貢献・地域貢献

（１１）国際交流



種別
企業等委
員兼有識
者

関連業界
委員兼有
識者

関係団体
委員

企業等委
員

企業等委
員兼卒業
生

企業等委
員

卒業生

（３）学校関係者評価結果の活用状況

（４）学校関係者評価委員会の全委員の名簿
　　　平成30年4月1日現在

平成30年度は、平成29年度の自己点検・評価報告書を資料として、関係教職員との意見交換も含め、学校関係者評
価委員会において外部評価を実施した。
学校関係者評価委員会は、本学院の教育活動の課題等の明確化に努めることを目的とし、当年及び次年度以降の教
育活動その他の学校運営の改善に活用するために、本学院で改善の方策を検討し実施していくことを決定している。

平成30年度の第1回学校関係者評価委員会は平成30年7月19日（木）に開催し、委員会の活動方針、自己点検・評価
の取組・評価項目・重点目標の説明、委員長、副委員長を選任、関係教職員との質疑応答を行った。

第2回目の委員会は、平成30年9月19日（水）に開催を開始した。委員会開催に先立ち、各委員から文書にて評価を提
出していただき、委員会時には、学校運営全般に渡り活発な意見交換をおこなった。

【本学院並びに本学科に対する評価および提言は以下の通りである】
1.　カリキュラム変更と効果測定
カリキュラムは1・2年次に基礎の積み上げ、3・4年次に実践と応用となるように組み上げている。その成果を検証して
いるが、きめ細かく見直しがされており、適切に実施されている。
2.　グローバル化に関して単なる語学学習では無く、文化や考え方をを理解することが重要だ。そのためにも修学中の
多くの留学生との触れ合いは非常に有効であるため、積極的に活用していくべきである。
3.直接的に消費者と接することになる領域においては企業との取組みを多く進めることは非常に重要かつ価値がある
ことだ。引き続き積極的に取り組む必要がある。
4.　現在のビジネススタイルにおいて、Eコマースは重要だ。学生時代から取り組むと大きな経験を得ることができるで
あろう。

以上を学内で共有し、学校運営に活用していく。
カリキュラムの検討は、各科担当教員と教育課程編成委員会を活用し実施する。
その上で、本学院の教育の方向性に関わる内容については、運営会議、グループ長会議で審議し決定していく。

中本　文太
株式会社TSIホールディングス　管理本部　人事部
長

平成30年4月1日～平
成32年3月31日（2年）

松本　ルキ 株式会社オールファッションアート研究所
平成30年4月1日～平
成32年3月31日（2年）

名　前 所　　　属 任期

　※委員の種別の欄には、学校関係者評価委員として選出された理由となる属性を記載すること。
　（例）企業等委員、PTA、卒業生等

（５）学校関係者評価結果の公表方法・公表時期
（ホームページ　・　広報誌等の刊行物　・　その他（発行12月中旬に冊子を発行、教職員、学校関係者評価委員等に配
URL: http://www.bunka-fc.ac.jp/outline/pdf/2018-school.pdf
公表時期：平成30年9月27日

徳岡　敬也
株式会社トークス　代表取締役
文化ファッション大学院大学専任教授

平成30年4月1日～平
成32年3月31日（2年）

中村　善春

株式会社繊研新聞社 業務局部長　展示会・
人材教育担当
JFW-IFF　MAGIC JAPANマネージャー
/PLUG IN事務局長

平成30年4月1日～平
成32年3月31日（2年）

芦川　照和
株式会社SUNデザイン研究所
プロデューサー

平成30年4月1日～平
成32年3月31日（2年）

山内　誠
一般財団法人　日本ファッション協会
企画事業部長

平成30年4月1日～平
成31年3月31日（1年）

磯貝　章弘 株式会社東京ソワール　常勤監査役
平成30年4月1日～平
成32年3月31日（2年）



（１）学校の概要、目標及び計画 ホームページ「学校の概要」

ホームページによる情報提供を基本としている。ホームページは企業等をのみを対象とせず、視覚的効果を意識した構
成となっているが、ガイドラインに沿った項目を列記したページ（下記URL)を設け、当該項目の情報に遷移する仕組みと
なっている。

（２）「専門学校における情報提供等への取組に関するガイドライン」の項目との対応

ガイドラインの項目 学校が設定する項目

５．「企業等との連携及び協力の推進に資するため、企業等に対し、当該専修学校の教育活動その他の学校運営の状
況に関する情報を提供していること。」関係

（１）企業等の学校関係者に対する情報提供の基本方針

（ホームページ　・　広報誌等の刊行物　・　その他（　　　　　　　　　　　）　　　）
URL:http://www.bunka-fc.ac.jp/outline/2-1.html

（１１）その他

※（１０）及び（１１）については任意記載。

（３）情報提供方法

（８）学校の財務 ホームページ「財務」
（９）学校評価 ホームページ「学校評価」
（１０）国際連携の状況 ホームページ「国際連携の状況」

（５）様々な教育活動・教育環境 ホームページ「学校行事・課外活動」
（６）学生の生活支援 ホームページ「学生支援」
（７）学生納付金・修学支援 ホームページ「学生納付金・修学支援」

（２）各学科等の教育 ホームページ「各学科の教育」
（３）教職員 ホームページ「教職員」
（４）キャリア教育・実践的職業教育 ホームページ「キャリア教育・実践的職業教育」

http://www.bunka-fc.ac.jp/outline/2-1.html
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